
７医安第４９９号 

令和７年６月１８日 

 

関係団体の長 様 

 

愛知県保健医療局長 

 

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整理等に関する省令の公布及び施行等について（通

知） 

 

このことについて、令和７年５月 30 日付け医薬発 0530 第１号で、厚生労働

省医薬局長から別添のとおり通知がありました。 

つきましては、当局からの通知等により定められた薬事関係の様式中の「禁錮」

を「拘禁刑」に改めましたので、貴会（組合）員への周知について御配慮くださ

い（別表参照）。 

 

 

 

担当 生活衛生部医薬安全課 

薬事グループ 

 毒劇物・麻薬・血液グループ 

 監視グループ 

 生産グループ 

電話 052-954-6303（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

052-954-6305（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

052-954-6344（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

052-954-6304（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
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医薬発０５３０第１号 

令 和 ７ 年 ５ 月 3 0 日 

 

都道府県知事 

各  保健所設置市長  殿 

特 別 区 長 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省

令の公布及び施行等について 

 

 

 平素より医薬品・医療機器等行政の推進に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 本日、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関す

る省令（令和７年厚生労働省令第 62 号）が公布され、令和 7 年６月１日に施行され

ます。本省令は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67 号）第２条によ

り、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されること等を受け、

厚生労働省が所管する省令において、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、新たに「拘

禁刑」が創設されたものであり、このうち薬事関係省令の改正箇所等及び施行に当

たっての留意事項について、下記のとおり周知します。また、関連して、これまで

医薬局が発出した通知等に係る取扱いについても、併せて周知します。 

御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますよう

お願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

刑法等の一部を改正する法律第２条により、「懲役」及び「禁錮」が廃止さ

れ、新たに「拘禁刑」が創設された。これに伴い、刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第 68 号）におい
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て、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和 35 年法律第 145 号）等の関係法律における規定についても同様に「拘禁刑」

とする改正が行われ、令和 7 年６月１日に施行される。なお、刑法等の一部を

改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等

に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令（令和

７年政令第 193 号）においても、毒物及び劇物取締法施行令（昭和 30 年政令第

261 号）等の関係政令における規定について同様に「拘禁刑」とする改正が行わ

れ、同日に施行される。 

本省令は、上記改正を踏まえ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号）等の薬事関係省令

を含め、厚生労働省が所管する省令において、「懲役」及び「禁錮」の字句を

「拘禁刑」に改め、その他所要の改正を行うものである。 

 

第２ 改正省令の主な内容（薬事関係省令部分） 

以下に掲げる省令において、「禁錮」の字句を「拘禁刑」に改めるもの。 

 

第４条 

第１号 
麻薬及び向精神薬取締法施行規則 

昭和 28 年厚生省令

第 14 号 

第４条 

第２号 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行規則 

昭和 36 年厚生省令

第１号 

第４条 

第７号 

薬事法施行規則の一部を改正する省令（平成 21

年厚生労働省令第 10 号）附則第 12 条第１項の規

定によりなおその効力を有することとされた同令

第 1 条の規定による改正前の薬事法施行規則 

昭和 36 年厚生省令

第１号 

第４条 

第８号 

薬事法施行規則の一部を改正する省令附則第 14

条第１項の規定によりなおその効力を有すること

とされた同令第１条の規定による改正前の薬事法

施行規則 

昭和 36 年厚生省令

第１号 

第４条 

第 10 号 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 

令和３年厚生労働

省令第 15 号 

 

第３ 改正省令の経過措置等 

 本省令の施行の際現にある本省令による改正前の様式により使用されている書

類は、本省令による改正後の様式によるものとする。 
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 本省令の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

第４ 既存の通知等の取扱いについて 

 既存の通知等については、別途の通知等が発出されない限り、刑法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律等の内容に合わせて、

「懲役」及び「禁錮」の字句を「拘禁刑」と読み替えるなど、必要な読替を行っ

た上で、引き続き適用されるものである。 

 

 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

五

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
）
様
式
第
二
、
様
式
第

六
及
び
様
式
第
七

六

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
様
式
第
二

七

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
附
則
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施

行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
薬
事
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
百

五
十
三
条
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
旧
薬
事
法
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
七
十
八

八

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
様
式
第
八
十
二

九

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
号
）
様

式
第
十
四
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十
五
及
び
様
式
第
二
十
七

十

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
）
様
式
第
一

及
び
様
式
第
二

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

一

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
様
式
第
三
十
四
号

二

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第

二
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
厚
生
年
金
基
金
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
別
記
様
式

三

石
炭
鉱
業
年
金
基
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
別
記
様
式

四

国
民
年
金
基
金
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
）
別
記
様
式

五

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
様
式
第
九
号

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
二
条
の
四
第
一
号

二

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
第
三
十
四
条
の
四
第
一
号

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
労
働
省
令
第
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
第
一

号
四

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第

四
十
九
号
）
第
十
二
条

五

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）

第
一
条
、
第
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
一
号
及
び
第
四
十
六
条
第
一
号

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
一
号
の
五
の
二
ま
で
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
六
か
ら
様
式
第
一
号
の
六
の
四
ま
で
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
六
の
五
か
ら
様
式
第
一
号
の
六
の
十
ま
で
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
七
及
び
様
式
第
一
号
の
七
の
二
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
八
か
ら
様
式
第
一
号
の
九
の
二
ま
で
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
二
号

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の

規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
理
等
に
関

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
理
等
に
関
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
の
二
第
二
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号

か
ら
様
式
第
十
号

ま
で
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
の
二
か
ら
様
式
第
十
五
号
の
二
ま
で
及
び
様
式
第
二
十
五
号
中
「懲

役

」
を
「拘
禁
刑

」
に
改
め

る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号

か
ら
様
式
第
二
号
ま
で
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
十
三
号
中
「懲

役

」
を
「拘
禁
刑

」
に
改
め
る
。

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
、
様
式
第
九
号
の
二
及
び
様
式
第
九
号
の
三
の
二
か
ら
様
式
第
九
号
の
五
ま
で
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「禁
錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
別
記
第
二
十
号
様
式
及
び
別

記
第
二
十
号
の
二
様
式

二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年

厚
生
省
令
第
一
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
五
か
ら
様
式
第
五
の
三
ま
で
、
様
式
第
五
の
五

、様
式
第
五
の
五

、

様
式
第
九
、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
七
の
二
、
様
式
第
十
七
の
四
、
様
式
第
十

八
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
一
の
二
、
様
式
第
二
十
一
の
四
、
様
式
第
六
十
三
の
二
、様
式
第
六
十
三
の
四
、

様
式
第
六
十
三
の
五
、
様
式
第
六
十
三
の
七
、
様
式
第
七
十
六
、
様
式
第
七
十
八
、
様
式
第
八
十
三
、
様
式
第
八

十
六
、
様
式
第
八
十
六
の
二
、
様
式
第
八
十
七
、
様
式
第
九
十
、
様
式
第
九
十
一
、
様
式
第
九
十
三
、
様
式
第
九

十
四
の
二
及
び
様
式
第
九
十
四
の
四

三

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
様
式

第
一
号

四

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
労
働
省
令
第
三
号
）
様

式
第
三
号
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（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

様
式
第
八
号
、
様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
十
二
号
の
七
及
び
様
式
第
十
二
号
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
及
び
中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等

の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

一

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
附
則
第

十
八
条
第
一
項
第
十
号
及
び
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
第
七
号

二

中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令

和
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
一
号
の
三
ま
で
及
び
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
健
康
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
の
三
ま
で
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。）の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。）に
拘

置
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
場

合
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留

の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
、
又
は
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行

を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

一

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
二
第
二
号

二

船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
二
号

三

労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
二
第
一
号

四

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
四
第
一
号

五

国
民
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
四
第
一
号

六

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金
支
給
規
則
第
三
条
第
二
項
第
一
号

七

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条

八

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
、
第
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
一
号
及
び

第
四
十
六
条
第
一
号

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て「
旧
様
式
」と
い
う
。）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。





別表 改正省令と県の薬事関係各種様式の比較 

 

改正省令 省令 改正内容 県の薬事関係各種様式 

第４条 

第１号 

麻薬及び向精

神薬取締法施

行規則 

 別記第 20 号（向精神薬輸入業（向精神薬輸

入業、向精神薬製造製剤業、向精神薬使用業、

向精神薬卸売業、向精神薬小売業）者免許申

請書） 

 別記第 20 号の２（向精神薬輸入業（向精神

薬輸入業、向精神薬製造製剤業、向精神薬使

用業、向精神薬卸売業、向精神薬小売業）者

役員変更届） 

 向精神薬  者免許申請書 

 

 

 

 向精神薬  者役員変更届 

第４条 

第２号 

医薬品、医療機

器等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行規則 

 様式第一（薬局開設許可申請書） 

 様式第五（薬局開設許可更新申請書） 

 様式第五の二（地域連携薬局認定申請書） 

 様式第五の三（専門医療機関連携薬局認定申

請書） 

 様式第五の五（一）（地域連携薬局認定更新

申請書） 

 様式第五の五（二）（専門医療機関連携薬局

認定更新申請書） 

 様式第九（医薬品、体外診断用医薬品、医薬

部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品

製造販売業許可申請書） 

 薬局開設許可申請書 

 薬局開設許可更新申請書 

 地域連携薬局認定申請書 

 専門医療機関連携薬局認定申請書 

 

 地域連携薬局認定更新申請書 

 

 専門医療機関連携薬局認定更新申請

書 

 医薬品製造販売業許可申請書（薬局製

造販売医薬品製造販売業許可） 

※その他は国システム改修後変更予定 



 様式第十一（医薬品、体外診断用医薬品、医

薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製

品製造販売業許可更新申請書） 

 様式第十二（医薬品、医薬部外品、化粧品、

再生医療等製品製造業許可申請書） 

 様式第十四（医薬品、医薬部外品、化粧品、

再生医療等製品製造業許可更新申請書） 

 様式第十七の二（医薬品、医薬部外品、化粧

品製造業登録申請書） 

 様式第十七の四（医薬品、医薬部外品、化粧

品製造業登録更新申請書） 

 様式第十八（医薬品、医薬部外品、再生医療

等製品外国製造業者認定申請書） 

 様式第二十（医薬品、医薬部外品、再生医療

等製品外国製造業者認定更新申請書） 

 様式第二十一の二（医薬品、医薬部外品外国

製造業者登録申請書） 

 様式第二十一の四（医薬品、医薬部外品外国

製造業者登録更新申請書） 

 様式第六十三の二（医療機器、体外診断用医

薬品製造業登録申請書） 

 様式第六十三の四（医療機器、体外診断用医

薬品製造業登録更新申請書） 

 医薬品製造販売業許可更新申請書（薬

局製造販売医薬品製造販売業許可） 

※その他は国システム改修後変更予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国システム改修後変更予定 



 様式第六十三の五（医療機器、体外診断用医

薬品外国製造業者登録申請書） 

 様式第六十三の七（医療機器、体外診断用医

薬品外国製造業者登録更新申請書） 

 様式第七十六（店舗販売業許可申請書） 

 様式第七十八（医薬品販売業許可更新申請

書） 

 様式第八十三（配置販売業許可申請書） 

 様式第八十六（卸売販売業許可申請書） 

 様式第八十六の二（販売従事登録申請書） 

 様式第八十七（高度管理医療機器等販売業、

貸与業許可申請書） 

 様式第九十（高度管理医療機器等販売業、貸

与業許可更新申請書） 

 様式第九十一（医療機器修理業許可申請書） 

 様式第九十三（医療機器修理業許可更新申請

書） 

 様式第九十四の二（再生医療等製品販売業許

可申請書） 

 様式第九十四の四（再生医療等製品販売業許

可更新申請書） 

 

 

 

 

 店舗販売業許可申請書 

 医薬品販売業許可更新申請書（店舗販

売業、配置販売業） 

 配置販売業許可申請書 

 卸売販売業許可申請書 

 販売従事登録申請書 

 高度管理医療機器等販売業、貸与業許

可申請書 

 高度管理医療機器等販売業、貸与業許

可更新申請書 

 

 

 

 再生医療等製品販売業許可申請書 

 

 再生医療等製品販売業許可更新申請

書 

第４条 

第７号 

薬事法施行規

則の一部を改

 様式第七十八（医薬品販売業許可更新申請

書）旧法 

 医薬品販売業許可更新申請書（既存） 

国システム改修後変更予定 

国システム改修後変更予定 



正する省令（平

成 21 年厚生労

働省令第10号）

附則第 12 条第

１項の規程に

よりなおその

効力を有する

こととされた

同令第１条の

規定による改

正前の薬事法

施行規則 

第４条 

第８号 

薬事法施行規

則の一部を改

正する省令附

則第 14 条第１

項の規程によ

りなおその効

力を有するこ

ととされた同

令第１条の規

定による改正

前の薬事法施

 様式第八十二（配置販売業許可申請書）旧法  配置販売業許可申請書（既存） 



行規則 

 

第４条 

第 10 号 

医薬品、医療機

器等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律等

の一部を改正

する法律の一

部の施行に伴

う関係省令の

整備等に関す

る省令 

 様式第一（医薬品、医薬部外品、化粧品製造

業登録届出書） 

 様式第二（医薬品、医薬部外品外国製造業者

登録届出書） 

 

 

国システム改修後変更予定 
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